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貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
通
商
産
業
省
令
第
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条
～
第
八
条

（
略
）

第
一
条
～
第
八
条

（
略
）
）

（
許
可
を
要
し
な
い
役
務
取
引
等
）

（
許
可
を
要
し
な
い
役
務
取
引
等
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

令
第
十
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
取
引
は

２

令
第
十
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
取
引
は

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
取
引
と
す
る
。

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
取
引
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

公
知
の
技
術
を
提
供
す
る
取
引
又
は
技
術
を
公
知
と
す
る
た
め
に
当

九

公
知
の
技
術
を
提
供
す
る
取
引
又
は
技
術
を
公
知
と
す
る
た
め
に
当

該
技
術
を
提
供
す
る
取
引
（
特
定
の
者
に
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

該
技
術
を
提
供
す
る
取
引
で
あ
っ
て
、
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

て
公
知
と
す
る
取
引
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該

も
の

当
す
る
も
の

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

十
～
十
五

（
略
）

十
～
十
五

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

第
十
条
～
第
十
二
条

（
略
）

第
十
条
～
第
十
二
条

（
略
）

別
紙
様
式
第
１
（
第
１
条
関
係
）
～
別
紙
様
式
第
１
２
（
第
３
条
関
係
）

別
紙
様
式
第
１
（
第
１
条
関
係
）
～
別
紙
様
式
第
１
２
（
第
３
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）


